


西武バス株式会社では、輸送の安全を最優先に、社長をはじめ全社員が一丸となって絶えず安全の向上に
取り組んでいます。

安全方針「安全は全ての業務に優先する」

１、輸送の安全に関する基本的な方針
（１）社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く

認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果た

します。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾ける

など現場の状況を十分に踏まえ、全社員に対し輸送の安全の確

保が最も重要であるという意識を徹底させます。

（２）輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善（Plan Do

Check Act）を確実に実施し、安全対策を不断に見直し、全社員

が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性

の向上に努めます。

また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表します。



2、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況

死亡事故
車外人身
重傷事故

車内人身
重傷事故

Ａ事故 Ｂ事故 総事故件数

202３年度目標 0件 0件 0件 70件以下 30件以下 530件以下

3、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計（総件数及び類型別の事故件数）

死亡事故
車外人身
重傷事故
（支局報告）

車内人身
重傷事故
（支局報告）

運転者の疾病により
運行ができなかったもの

(支局報告）

車両の装置故障により
運行できなかったもの

（支局報告）

2022年度
発生状況 0件 ２件 5件 ６件 6５件

※Ａ事故（人身事故及び損害10万円以上の物損事故）
※Ｂ事故（損害3万円以上10万円未満の物損事故）

死亡事故
車外人身
重傷事故

車内人身
重傷事故

Ａ事故 Ｂ事故
健康起因による事故

（支局報告）

車両の装置故障により
運行できなかったもの

（支局報告）

2022年度目標 0件 0件 0件 ７４件以下 ３6件以下 ― ―

達成状況 0件 ２件 ５件 ８5件 ２4件 １件 ６５件

2022年度 総件数・・・ ７8件



４、輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統



５、輸送の安全に関する重点施策
【202２年度に講じた措置】

①基本動作の徹底「決められたことは必ず厳守」

【歩行者との事故防止】

・「歩行者の保護」として、道路交通法第38条に基づき歩行者保護の意識向上を推進し、

歩行者との事故防止について指導・教育を実施しました。

【自転車との事故防止】

・業務研修会において、国土交通省告示１６７６号に基づく教育を実施するとともに、

実車を用いて自転車との安全な間隔を保持する訓練を継続的に実施しました。

【車内事故防止】

・業務研修会において、ドライブレコーダーを活用し、車内事故の危険性と発進時における

着席確認の重要性について教育を実施しました。

・ドア操作不適切による事故を防止するため、目視・ミラーによるドアから目を離さない

安全確認とスイッチ操作について指導・教育を実施しました。

・急ブレーキによる車内事故を防止するため、「イエローストップ」を励行させ、定期的な

街頭調査にて浸透・定着の確認を実施しました。

【バック事故防止】

・マニュアルに基づく運転行動を徹底させる指導・教育を実施しました。

安全専任講師による事故防止講習会

実車を用いての訓練



５、輸送の安全に関する重点施策
【202２年度に講じた措置】

②健康起因の事故防止

・脳MRI健診を、2022年度に50歳、53歳、56歳、59歳、

62歳、65歳、68歳に到達した全乗務員を対象に実施しました。

・SAS（睡眠時無呼吸症候群）スクリーニング検査を、全乗務員に

対し3年毎に実施しています。

２０２2年度は練馬・小平・大宮・狭山・飯能営業所の乗務員を対象。

検査結果”要精密検査”の場合は、PSG検査を実施しました。

・心疾患スクリーニング検査を、35歳以上の全従業員に対し、

春の健康診断受診時に実施しました。

・眼底検査を、４０歳以上の全従業員に対し、春の健康診断受診時に

実施しました。

③不祥事案の防止

・年２回社長より全従業員とその家族に対して、手紙「不祥事案の防止のお願い」を送付して注意喚起を呼び掛けました。

・車内点検の実施について、終点及び入庫時に実施するよう教育・指導を実施し、街頭調査にて浸透・定着の確認を実施しました。

・「ながら運転」が及ぼす危険性、私物スマートフォンや業務用携帯電話等の取り扱いに関する教育を実施しました。

・飲酒及び酒気帯び運転と薬物使用の防止について、出勤前には貸与した携帯用アルコール検知器を使用し、出勤前数値ゼロの確認

を行うよう指導・教育を行いました。また、覚せい剤や危険ドラッグ等の薬物使用防止に対する指導・啓発活動を継続して行いました。

貸与した携帯用アルコール検知器 安全統括管理者による街頭立会



６、輸送の安全に関する計画
【202３年度に講じようとする措置】

①基本動作の徹底「さらなる浸透・定着」

【歩行者との事故防止】

・「横断歩道手前での減速」の定着として、道路交通法第38条に基づく運転行動（KEEP３８）の徹底を行います。

・歩行者との安全な側方間隔として「1.5ｍ以上」の浸透に取り組みます。

【自転車との事故防止】

・「自転車との安全間隔保持」の定着として、側方間隔「２ｍ以上」・追従距離「10ｍ以上」の徹底を行います。また、危険箇所での追い越

し、歩道から車道への進路変更など、過去の自転車事故事例を踏まえ「危険予知運転」の教育を行います。

【車内事故防止】

・「間をつくる発進動作の励行」の定着として、案内、確認、発進を区切って確実に励行する指導・教育を行います。

・「イエローストップ」の定着として、急ブレーキによる車内転倒事故を防止するため、信号機が黄色時には必ず止まる「イエローストッ

プ」を徹底させるため、交差点接近時の「アクセルオフから構えブレーキ」を行う指導・教育を行います。

【バック事故防止】

・マニュアルに基づくバックを徹底させ、継続的に教育・指導を実施します。

【ドア操作不適切による事故防止】

・マニュアルに基づくドア操作を徹底させ、教育・指導を実施します。



６、輸送の安全に関する計画
【202３年度に講じようとする措置】

②健康起因の事故防止

・２０２３年度（２０２３年４月１日～２０２４年３月３１日）に、規定の年齢に到達する乗務員に対し、脳MRI健診を実施します。

・対象営業所（上石神井・滝山・立川営業所）の乗務員に対し、ＳＡＳ（睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査及び精密検査を実施し、

検査結果が「要精密検査」の場合はＰＳＧ検査を実施します。

・35歳以上の全従業員に対し、心疾患スクリーニングを、４０歳以上の全従業員に対し眼底検査を実施します。

③不祥事案の防止

・車内点検の徹底、私物スマートフォン等の持ち込みゼロと業務用携帯電話の適切な使用、飲酒及び酒気帯び運転と薬物使用の

防止を主とした不祥事案の防止のための教育・指導を実施します。



７、輸送の安全に関する予算等の実績額（概算）

８、事故・災害等に関する報告連絡体制

♦新車購入費 1,211,000千円 ♦無事故表彰に関する費用 p 31,000千円

♦外部委託等による研修費用 8,600千円 ♦適性診断に関する費用 2,1０0千円

♦健康管理に関する費用 1３７,000千円



９、安全統括管理者に係わる情報、安全管理規程
◆安全統括管理者

常務取締役 事業本部長 秋池 良昭（20２３年４月1日選任）

◆安全管理規程

当社の安全管理規程は、ホームページ掲載の通りです。
（https://www.seibubus.co.jp/docs/company/csr/seibu05.pdf）

10、輸送の安全に関する教育及び研修の計画
①社長及び安全統括管理者は各種運動時等に営業所へ赴き、点呼立会や

事務所会議・業務研修会等への参加を通じ、所員の安全意識の向上を

図ると共に現業従業員からの要望や提案を業務の改善や輸送の安全の

取り組みに反映します。

②安全運転訓練車を活用し、乗務員の癖、安全確認の深度、運転技術を

数値化し「運転を可視化」することで、乗務員は普段の運転を振り返り、

管理者が具体的な運転行動を的確に教育することで、基本動作の定着

を目的とした「伝わる運転訓練」を実現します。

③指導乗務員に対する教育として、一般乗務員に対する事故防止や接遇

向上に向けた業務指導について、必要な知識の取得等を目的とした研修

を実施します。

交通安全運動初日の社長点呼立会

安全運転訓練車での運行データ分析

https://www.seibubus.co.jp/docs/company/csr/seibu05.pdf


10、輸送の安全に関する教育及び研修の計画
④所轄警察署による講習会を春・秋の全国交通安全運動にあわせて実施する

ほか、テロやバスジャックを想定した訓練に積極的に参加します。

⑤重大事故等を惹起した乗務員に対する外部教育を実施し、事故分析、

運転技術の見直しなどを行い、再発防止に向けた教育を実施します。

⑥事故惹起乗務員に対する社内教育を毎月開催し、ドライブレコーダーを

用いた事故分析、安全運転訓練車を活用した再発防止教育を実施します。

⑦高齢乗務員に対する教育として、65歳到達後１年以内に適齢診断を

受診させカウンセリングを行い、加齢に伴う身体機能の変化に応じた

運転操作などについて教育を実施します。

⑧新入乗務員に対する教育として、告示で定められた教育を実施します。

また業務上必要な関係法令、社内規則の教育、運転の基本訓練を実施

します。研修所で所定の教育期間を経た後、営業所での運転基準図や

初任診断の結果に基づく教育を実施します。

⑨勤続５年未満の乗務員に対し、安全意識と運転操作の向上を図るため

安全教育を実施します。また、安全専任講師による教育を実施します。

＜対象者＞勤続３ヶ月、12ヶ月、36ヶ月、６０ヶ月

安全専任講師による教育

所轄警察署による講習会



10、輸送の安全に関する教育及び研修の計画
⑩新任高速応援運転士に対する教育として、高速道路での事故防止と雪道走行

について座学及び運転訓練を実施します。

⑪選任３年未満の高速応援運転士に対する教育として、基本動作の再確認と

雪道走行の運転訓練を実施します。

⑫現業管理職研修として、「管理者の伝える力」のレベルアップを目的として、

外部講師による研修を実施し、管理者一人ひとりの能力を向上させ、西武バス

全体の安全風土の構築、運輸安全マネジメントのスパイラルアップを図ります。

⑬適性診断活用講座を受講し、「運転者への適性診断結果の正しい伝え方」、

「運転者の安全運転意識を向上させる効果的な助言・指導方法」を身につける

研修を実施します。

⑭運行管理者・補助者に対する教育として、担当部及び外部講師による実務や

関係法令、安全の確保に必要な教育を実施します。

⑮新たに選任された運行管理者・補助者に対する教育として、外部講習による

実務や関係法令、運行管理者としての基礎教育を実施します。

⑯整備管理者及び整備士に対する教育として、路上故障事例に基づく再発防止・

未然防止の教育、実車を使用した整備実習を実施します。

現業管理職に対する研修

外部講師による研修



11、輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容
【有効性監査】

実施日：202２年12月6日 営業所：小平営業所 ヒヤリング対象者：所長・副所長・運行助役

＜指摘事項＞

①事故防止について、具体的な運転行動を発信し、乗務員の意識が変わる指導教育を実施すること。

②終業点呼時において、運転日報データ（EMS）にて改善項目を確認した際は指導教育を実施すること。

③健康診断の結果に基づく受診勧奨者に対する追跡指導状況を共有し、把握するとともに担当者任せにしないこと。

＜改善措置内容＞

①具体的な運転行動を基本動作としてサイネージ用映像を用いて発信し、街頭立会等において浸透・定着を検証する。

②終業点呼時に運行管理者が運転日報データを確認し、改善項目を確認した際は管理者による面談等を実施する。

③受診勧奨者の追跡指導状況について、担当者は管理者への共有を行い健康起因の事故防止に努める。

実施日：202２年12月９日 営業所：新座営業所 ヒヤリング対象者：所長・副所長・運行助役

＜指摘事項＞

①健康診断の結果に基づく受診勧奨者に対する追跡指導状況を共有し、把握することともに担当者任せにしないこと。

＜改善措置内容＞

①受診勧奨者の追跡指導状況について、担当者は管理者への共有を行い健康起因の事故防止に努める。



11、輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容
【適合性監査】

実施期間：2022年10月7日～11月18日

練馬・上石神井・滝山・小平・立川 （東京地区） 5事業所

新座・所沢・大宮・川越・狭山・飯能 （埼玉地区） 6事業所

上記全事業所の適合性監査を実施し、不適格でない状況を確認しております。

12、行政処分の状況
行政処分はありません。


